
   建設従事者 のアスベスト問題 の早期救済・解決 を求め  

る意見書  

アスベストを大量 に使用したことに 起因するアスベス ト（石綿）

被害は多くの労働 者、国民に広がっ ています。現在で も、建物の改

修、解体に伴いア スベストの飛散が 発生し、労働者や 住民に被害が

拡大している公害 です。東日本大震 災で発生した大量 のガレキ処理

についても被害の 拡大が懸念されて います。  

欧 米 諸 国 は 製 造 業 の 従 事 者 に 多 く の ア ス ベ ス ト 被 害 者 が 出 し て

いますが、日本で は、建設業就業者 に多くのアスベス ト被害者が生

まれています。そ れはアスベストの ほとんどが建設資 材として使用

され、そして国が 、建築基準法など で不燃化、耐火工 法として、ア

スベストの使用を 推進したことに大 きな原因がありま す。  

特に建設業は重層 下請け等多くの現 場に従事すること から、労災

に認定されること に困難が伴い、さ らには多くの製造 業で支給され

ている企業独自の 上乗せ補償もあり ません。  

また、多くの被害 者の高齢化に伴う 病状の進行を考慮 すれば、被

害者救済の速やか な対処が求められ ます。  

よって、建設アス ベスト被害者とそ の遺族が生活でき る救済の実

施 と ア ス ベ ス ト 被 害 の 拡 大 を 根 絶 す る 対 策 及 び ア ス ベ ス ト の 拡 散

を防止する対策を 直ちにとり、アス ベスト問題の早期 の解決をはか

るよう国に要望し ます。  

 

 

 

 



以上、地方自治法 第９９条の規定に より意見書を提出 する。  
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